
長殿

１．申請者（世帯主）
（フリガナ）

氏　　名 現住所

（連絡先：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

生 年 月 日

□
□
□

▽
▽

課　税

非課税

未申告

原則、申請者名義の口座への振り込みにより支給します。下記に振込希望口座を記載してください。

税均等割のみ課税世帯）申請書（請求書）

２．申請者が属する世帯の世帯員 （令和５年１２月１日時点の世帯員（世帯主含む）について印字済）

４．支払方法

申請者との続柄 令和5年1月1日時点住所
（現住所と令和５年１月１日の

性別

（フリガナ）

□　現住所と同じ
□　現住所と異なる

（ＢＺＫ０４２０Ｆ／ＢＺＫ０４２０Ｖ）

生年月日

氏　　名

本人

( 申 請 者 )

築上町物価高騰支援給付金（令和５年度住民

課税状況

令和5年度

住民税均等割

加算対象

児童該当

（１８歳以下）

□
□
□

課　税

非課税

未申告

□
□
□

課　税

非課税

未申告

□
□
□

課　税

非課税

未申告

□
□
□

課　税

非課税

未申告

□ 該　当

□ 該　当

□ 該　当

□ 該　当

□ 該　当

裏面の全ての事項に誓約・同意のうえ申請します。

※連絡先（電話番号又はメールアドレス）を必ず記載してください。

住所が異なる場合のみ記載）

□　現住所と同じ
□　現住所と異なる

□　現住所と同じ
□　現住所と異なる

□　現住所と同じ
□　現住所と異なる

□　現住所と同じ
□　現住所と異なる

３．申請額（請求額）

　①世帯分

②こども加算分

合計（①＋②）

￥

￥

￥

円

円

円

〇給付要件を満たす世帯において１８歳以下（平成１７年４月２
　日生まれ以降）の児童を扶養している場合、児童一人につき
　５０，０００円が加算されます。
〇令和５年１２月２日以降、出生により世帯に登録された児童が
　いる場合は「２．申請者が属する世帯の世帯員」欄に追記して
　ください。
〇「３．申請額（請求額）」欄の「こども加算分」には、加算対
　象児童数×５０，０００円の金額を記載してください。

←

支 店 名

1普通

2当座

※ゆうちょ銀行をご利用の方は、記号・番号ではなく、振込用の店名（漢数字）・預金種目・口座番号をご記入

　金　融　機　関　名 支 店 名 分　類 口座番号（右詰め）

支店コード

口座名義人（カナ）

【振込希望口座記入欄】　

金融機関コード

※通帳の表記に合わせてください。

　ください。（通帳内に記載されています）。金融機関コード・支店コードの記入は不要です。

本店

支店

出張所

※金融機関の口座がない方など、どうしても口座による受け取りができない方は、築上町企画財政課企画計画係

　（電話番号０９３０－５６－０３００）にお問い合わせください。
※代理人が申請する場合は、委任状（任意代理人の場合）と代理人の本人確認書類が必要です。

裏　面　も　ご　確　認　く　だ　さ　い

-
インドネシア

ＡＹＩＭＡＮ 様

築 上 町

アイマン インドネシア
男平成１２年 ７月 ７日

ＡＹＩＭＡＮ

性

別

1 * * * * * * * *



▽
▽

（ＢＺＫ０４０５Ｆ／ＢＺＫ０４０５Ｖ）

▽
▽

□　以下の全ての項目について、誓約し、及び内容に同意します。

①　次の（ア）～（ウ）の要件を全て満たしており、給付金の支給要件に該当します。

　（ア）世帯員の全員が、令和５年度の個人住民税所得割が課せられていないこと

②　世帯の中に、住民税所得割課税となる所得があるのに未申告である者はいません。

③　既に令和５年度の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（住民税非課税世帯への給付金）

　　の支給を受けた世帯ではありません。

【誓約・同意事項】全ての項目を確認し、□にチェック（レ点）してください。

　（イ）令和５年度の個人住民税非課税世帯ではないこと

　（ウ）令和５年度の住民税均等割が課税されている者の扶養親族だけで構成される世帯ではないこと

　　（注）住民税における取扱いとして、親族から扶養を受けているか分からない時は、親族にご確認ください。

④　給付金の支給要件の該当性等を審査するため、町が住民基本台帳、税情報等の必要な公簿等の確認

　　を行うことに同意します。また、必要な資料の提供を他の行政機関等に求め、及び提供することに

　　同意します。

⑤　公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。

⑥　この申請書は、町が支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。

⑦　町が支給決定をした後、申請書（請求書）の記載不備等の理由により支払いが完了せず、かつ、町

　　が確認等に努めたにも関わらず、補正が行われない場合その他申請者の責めに帰すべき事由により

　　支給ができなかった場合は、給付金が支給されないことに同意します。

⑧　給付金の支給後、本申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合又は給付金の支給要

　　件に該当しないことが判明した場合には、給付金に相当する額を返還します。

【提出書類】提出前に書類が全て揃っていることを確認してください。

□　築上町物価高騰支援給付金（令和５年度住民税均等割のみ課税世帯）申請書（請求書）（この書類）
　　※表面の必要事項を全てご記入ください。また裏面の【誓約・同意事項】を確認し、□にチェックしてください。

□　申請（請求）者の本人確認書類の写し

□　振込希望口座を確認できる書類の写し

　　※通帳、キャッシュカードなどの受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できる箇所をコピーしてください。

□　「令和５年１月１日時点住所」欄が「現住所と異なる」に該当する世帯員の場合、令和５年１月１

  日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和５年度住民税課税（非課税）証明書」の写し

【支給申請書提出先】

●　提出先：〒８２９－０３９２
　　　　　　築上町大字椎田８９１番地２

　　　　　　築上町役場　企画財政課　企画計画係

　　　　　　（電話番号：０９３０－５６－０３００／内線３２１）

●提出期限：令和６年５月３１日（金）１７時　必着

　　※顔写真のある本人確認書類の場合・・・１種類の写しを添付
　　（例：マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の写し）
　　※顔写真のない本人確認書類の場合・・・２種類の写しを添付

　　（例：健康保険証、住民票、年金手帳、各種福祉手帳、各種医療証、介護保険証等の写し）


